
令和3年8月教育委員会定例会会議録

日時令和3年8月2 0日(金)

10:26～11:51

場所総合文化会館研修室3

出席者：森田教育長、馬場委員、小柳委員

谷口委員、山下委員

事務局：福田次長、井関所長、渡遣指導主事

1.出席者の確認 (全員出席)

2.会議録署名委員氏名

馬場委員、小柳委員で了承されました。

3.前回会議録確認

7月定例会

・谷口委員：P4上から5行目

「お招きしかたった」IIIII� 「お招きしたかった」

.小柿委員：p 2上から12行目

「一人一月当たり」̶� 「一人ーケ月当たり」

P 6 下から9行目

「付いているのはでないか」� 「付いているのではないか」

P 1 5

「思いますの、実施」������ 「思いますので、実施」

.山下委員：P8上から5行目

「入札会におい、」� 「入札会において、」

4.報告事項

1)教育委員会

7 . 8月事業報告、8 . 9月予定について

に修正

2)給食センター

7 . 8月事業報告、8 . 9月予定について

(別紙により福田次長報告)

(別紙により井関所長報告)

※報告事項(質疑・その他)

福田次長 なお、7月3 0日ですが、中学校制服検討委員会第2回が開催されたと

ころで、保護者.生徒に対するアンケート実施について、その内容が検討

され了承が得られましたので、二学期に入ってからアンケートが実施さ

れるということです。

また、町成人式を8月15日に実施しました。これは本年1月3日に予
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井関所長

森田教育長

山下委員

森田教育長

定していましたが、県内での新型コロナ陽性者数が拡大傾向であったこ

とから8月14日に開催することで進めていました。

し力、し、8月14日に大雨特別警報が発令されたことから、翌日の15

日に延期して開催したところです。

延期に際しては、新成人の幹事の方から新成人に連絡していただき混

乱なく延期ができたものと考えており、幹事の方に感謝申し上げたいと

思います。

なお、出席者にっいては、男性3 3名、女性3 5名、計6 8名となりま

した。

事前の出席調査では、7 9名の方が出席予定でしたが、1日延期したこ

とで仕事等の都合で欠席されたものと考えています。

今回の成人式については、二週間以内に町内に帰省された方には、PC

R検査を受けていただくことでお願いを行い、町からも2万円を上限に

助成することとしていましたが、現時点で21名の方の申請があってい

ますのでお知らせします。

7月2 7日ですが臨時議会において捕正予算が可決されていますが、

給食センター関係では、新型コロナウィルス感染症拡大による保護者の

負担軽減のため、昨年度に引き続き給食費の3ケ月分の補助を行うこと

としています。

昨年度は1学期に実施しましたが、今年度は2学期に3ケ月分の補助

で可決をいただいています。

具体的には、小学生が月4,200円ですので、3ケ月で12 , 600

円の補助、中学生が月5, 0 0 0円ですので3ケ月で15, 0 0 0円の補

助となっています。

全体の予算額は約14, 0 0 〇千円となっています。以上です。

事務局、センターからの事業報告でしたが、ご質問等はありませんか。

波佐見町歴史文化交流館ですが、息子が通っている大学の先生から、学

生に対して歴史文化交流館に行ったところ素晴らしい展示内容だったの

で是非学生の皆さんも行ってみてくださいと話があったそうです。

それを聞いた学生も、自分の勉強に役に立つのではなかと思って行っ

てみたいと話していたそうです。

学生も九州や大阪など、色んな所から来ていますので、PRできる良い

機会だと考えています。

ありがとうございます。

そういった機会を通じて波佐見町のPRができればと思います。

他ございませんか。

【委員の発言なし】

それでは、事業報告を終わります。

【その他委員の発言なし】
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3)学生等臨時応援商品券事業にっいて

森田教育長

福田次長

森田教育長

福田次長

(3)学生等臨時応援商品券事業について報告をお願いします。

それでは、私から報告させていただきます。

学生等臨時応援商品券事業にっいては、前回の定例会において内容を検

討していただきましたが、その内容を基本に制度設計を行い、7月2 7日

の臨時議会を補正予算として計上したところです。

9月1日から申請を開始しますので、資料1、5ページになりますが、

このチラシについて、自治会を通じ全戸配布しているところです。

.資料1に基づき説明

今回のこの事業については、新型コロナウィルス感染症の拡大により学

生等を抱える世帯に対し経済的な支援を行うこととしています。

学生については、特に都市部については、アルバイトも出来ず、外出も

ままならず厳しい状況だと思いますので、この事業により家庭を通じて学

生へ支援ができることを期待しています。

なお、教育委員会では大学等の進学先の情報は全くありませんので、町

民皆さんに広く周知を行い、該当される方は申請をしていただきたいと思

います。

今後、9月号町広報紙、町ホームページ、L I NE@,防災無線を通じ

て周知したいと思いますが、お近くに学生さんがいる世帯にはお声を掛け

ていただければと思います。

商品券5万円という額は決して大きな金額ではありませんが、一人でも

多く申請していただき、経済的な苦境への一助になればと思っています。

お尋ね、ご質問はございませんか。

【委員の発言なし】

教育委員会事務局が受付となりますので、併せて周知方お願いします。

教育長よろしいでしよう力、。(「はい」との声あり。)

中川主事補が8月末で退職しますので、教育総務班が1名欠員となりま

す。

今回、この学生等臨時応援商品券の受付も始まりますので、9月1日力、

ら会計年度任用職員を1名雇用することで募集を行っています。

現在2名の方が応募している状況ですので、面接を行い適任であれぱ採

用したいと思います。

現在、教育総務班は、かなりの業務を抱えていますので、通常の業務も

担っていただくことで考えています

お尋ねはございませんか。

【委員の発言なし】

それでは、(4)に移ります。

【その他委員の発言なし】
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4)県立波佐見高校支援策について

森田教育長

福田次長

森田教育長

小柳委員

福田次長

小柳委員

森田教育長

事務局から報告願います。

それでは、県立波佐見高校支援策についてご報告します。

資料2、ページ数を振り忘れていますが、最後のページになります。

県立波佐見高校への支援策については、前回の定例会において概略を説

明したところですが、7月2 7日の議会臨時会において本年度に関わる部

分について補正を計上し承認をいただいたところです。

その内容でございますが、資料2をお開きください。

この資料は、波佐見中学校の保護者.生徒に配付を予定しているチラシ

で、役場の企画財政課が作成したものです。

このため、今回の波佐見高校への支援策については、企画財政課が担当

すろことになります。

これは、まちづくりの観点から波佐見高校の存続を図るため支援を行う

ものです。

.資料2に基づき説明

なお、この支援策については、概ね10年間は継続することとなってお

り、予算規模が年間2, 0 0 〇万円程度となっていますので、10年間で

約2億の予算となりますが、原資は、ふろさと応援寄附金(ふるさと納税)

の積立金ということも先の臨時会で説明があっています。

また、この支援策については、波佐見高校へ通学している川棚町、東彼

件町、大村市、佐世保市の教育委員会に説明し許可を受けた後、その中学

校へ説明したいと考えています。

波佐見高校は、近年定員割れが続いていますので、今回の支援策により

現状が改善することを期待しているものです。以上です。

ご質問、ご意見はございませんか。

この支援策は、年間2千万円、10年間で2億との説明があり、その原

資は、ふるさと納税とのことですが、ふるさと納税制度も先行きどうなる

か分からないので、10年の間で制度が無くなった場合、支援策はどうな

りますか。

また、前回の説明では、賃貸住宅への支援が上限3万円だったと思いま

したが、今回、2万円となった経過を教えてください。

この支援策の原資ですが、先程、ふるさと納税の積立金と説明しました

力《、令和2年度の積立金の積み増しが4億円程度あり、その内2億円を支

援策に割り当てることで内部調整をされていると聞いています。

また、賃貸借住宅への助成ですが、以前、奏術ェ芸科の学生が借りてい

た住宅はIDK、1LDKで家賃は4万円前後だったそうですので、その

2分の1、2万円が妥当ではないかと利断されたようです。

分かりました。ありがとうございます。

他ございませんか。
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【委員の発言なし】

無いようでしたら(4)の報告を終わります。

【その他委員の発言なし】

5)町内小中学校防犯カメラ設置について

森田教育長

福田次長

森田教育長

次に(5)町内小中学校防犯カメラ設置ェ事について報告願います。

先月に入札会を実施しており、次の落札者と契約を締結していますので

お知らせします。

・請負業者 トノカワ電業(佐世保市)

.請負額 13, 717,000円

・設置台数 17台(東小5、中央小4、南小4、中学校4)

.ェ期 10月29日まで

また、カメラの画像ですが、職員室でモニタリングができます。

併せて1ケ月程度録画ができますので、防犯上効果が上がるものと考え

ています。

なお、ェ期は10月2 9日までですが、早期の完成を目指しています。

ご質問はございませんか。

【委員の発言なし】

それでは、報告事項を終わります。

【その他委員の発言なし】

4.議題

1)準要保護(就学援助)の認定について

森田教育長

福田次長

馬場委員

福田次長

森田教育長

それでは、4.議題に入ります。

準要保護.就学援助について提案をお願いします。

資料を配付しますので、暫くお待ちください。

お待たせしました。準要保護の認定について提案します。

今回は、

①経済的理由(新規)1件

となっています。

・別添資料(終了後回収)に基づき説明

なお、需要度は0. 8 0となっており町の基準である1.2以下であり

ますので、認定について問題ないと事務局で判断しています。

以上ご提案しますのでご審議を願レ、します。

この方は父子家庭ですか。

そうです。(「大変ですね」との声あり。)

他ご質問はありませんか。
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委員

森田教育長

【委員の発言なし】

それでは、承認でよろしいでしよう力、。

はい【出席委員全員で承認されました。】

ありがとうございました。

【その他委員の発言なし】

2)について

森田教育長

福田次長

森田教育長

小柳委員

森田教育長

それでは、(2)波佐見町一般会計補正予算(9月補正)について、提

案をお願いします。

事業報告でも触れましたが、町議会9月定例会が9月8日から2 2日ま

での会期で開催され、一般会計の補正も上程されることとなっています。

この捕正予算に次の主な補正を計上したいと考えていますのでご審議

をお願いします。

.新成人p c R検査補助金 1,00〇千円

・歴史文化交流館看板設置ェ事(バイパス側) 60〇千円

.中学校修学旅行ホテルキャンセル料 328千円

なお、教育委員会関係は7月の議会臨時会で大きな補正を行ったため、

9月補正は小規模となっています。

以上ですので、ご審議をお願いします。

ご質問はありませんか。

修学旅行は出来て良かったですね。(「そうですね」との声あり。)

咋年実施が1年延期となりましたが、町からこういった手立ても行って

いただき行えたのは良かったと思います。

また、歴史文化交流館ですが、来館者のアンケートを見ても大変高評価

であり、明日明後日で来館者が5,00 0人を超えろ見込みですので、お

知らせします。

他ございませんか。

【委員の発言なし】

3)通学路における合同点検の実施について

森田教育長

福田次長

(3)通学路における合同点検について、説明をお願いします。

事業報告のとおり、9月13日(月曜)に役場総務課、建設課、県北振

興局道路維持課、川棚警察署の立ち合いを求めて合同点検を実施します。

この合同点検にっいては、平成3 0年8月に全保護者に対し通学路の危

険個所についてアンケートを実施し71箇所の危険個所をとりまとめた

ところです。

このアンケート結果に基づき、順次、関係機閲と協議を行い、それぞれ

の関係機関によって対策が講じられているところです。

この中で一番大きなものとしては、南小学校鶴ゾI I理容店前の信号機設置

についても保護者からの要望でありました。
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森田教育長

小柳委員

福田次長

森田教育長

また、町内で進んでいます歩道のカラー舗装または宿郷鹿山人道橋設置

もそういった保護者からの要望が大きいところがありました。

今回の合同点検は、6月に千葉県で発生したトラックが児童の列に突っ

込んだ事故を受けて国、菓から改めて通学路の点検を行うよう指示があっ

たものです。

このため、71箇所の危険個所をベースに漏れがないか学校に8月9日

を期限に調査を行い、その結果4箇所の報告がありましたが、うち2箇所

は重複していましたので、2箇所について追加を行い、既に改善されたも

のもありますが、7 3箇所をとりまとめたところです。

今回は、その中から各校区で代表する通学路について点検を行いたいと

考えており、次の箇所を考えていますのでご提案します。

①「湯無田浄水場」付近から「こうの内科医院」交差点までの間

②「小熊会館」前から「中央小正門」までの間

③「中学校体育館」前から「中央小正門」前までの間

④「金屋神社鳥居」前から「金屋公民館」付近までの間

⑤稗木場郷「山角橋」交差点から「村木入ロバス停」までの間

なお、点検箇所は追加することも出来ますので、委員の皆さんからお気

付きの箇所がありましたらお知らせください。以上です。

ご質問ございませんか。また、日頃から気になる箇所がございましたら

併せてお知らせください。

この②と③は常に思っていろところで、用地の関係があって難しいとは

聞いていますが、何とか出来ないかと思っているところです。

この箇所は中央小学校移転改築の時からの課題です。

用地交渉も順次進んでおり、改良も行われていますが、全面改良とはな

っていません。

皆様の大切な土地を提供していただきますので、難しい事もあります

が、再確認の意味を含め今回計上したところです。

スクールゾーンの設定や時間帯により通行制限等も考えられますが、道

路の改良を行わなければ解決しないと考えています。

特に中学校体育館前から中央小学校正門前までは、小学生の登校と中学

生の自転車登校がすれ違う状況で、そこに車両が通行すると歩道が無レ・\こ

とから危険な状況になっています。

このため、道路の環境改善を進めていかなければならないと思います

力も一方で運転手の意識改革も必要だと感じていますので、こういった事

をきっかけに住民の皆さんにも交通安全の大切さを周知していきたいと

考えています。

他にございませんか。

【委員の発言なし】

それでは、この内容で進めさせていただきます。

【その他委員の発言なし】
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4)持ち寄り議題について

森田教育長

小柳委員

福田次長

小柳委員

森田教育長

谷口委員

福田次長

谷口委員

森田教育長

福田次長

森田教育長

(4)持ち寄り議題に移ります。委員の皆さんからございませんか。

この前からの大雨ですが、学校施設の被害は無かったと聞いています

が、通学路も含めた全体の被害状況はどうなっていますか。

私からよろしいでしよう力、。

8月11日から降り続いた雨により町内各地で披害が出ています。

そこで、通学路の大部分は町道ですが、町道も被害を受けており、三股

郷の町道は、河川に隣接して町道があることから道路敷きが河川にえぐら

れています。

なお、応急復旧が終わり昨日から通行できているとの情報があります。

また、鬼木地区ですが北側の棚田展望台がありますが、その付近の町道

が地滑りで被災しているとのことです。

地滑りのため長期の通行止めとなるようですが、「山の上」地区にう回

路がありますので、児童生徒はう回路を通ることで対応したいと思いま

す。

その他、町道の法面が崩壊したなどの情報がありますが、直接、登下校

に影響があるとの報告は受けていません。

一方で、農地や農業用施設、地滑りの被害も発生しており、その全体像

の把握に努めていますので、次回の定例会で報告したいと思います。

分かりました。ありがとうございます。

他ございませんか。

先日の成人式ですが、私の息子も参加させていただきましたが、保護者

の中でも、いろんな意見があった中、行っていただいたことに皆さん喜ん

でいらっしやいました。

その中で、次長にはお話しましたが案内状が届いていない方がいて、お

尋ねしたら中学校卒業時の名簿を基に案内を行っているとのことでした。

その方は中学校から波佐見町を離れて進学されていますが、実家は町内

にあり、他にもそういった方もいらっしやるようですので、今後の案内の

出し方について検討していただければと思います。

今回、中学校卒業以前に町外の学校に進学された方がいて、案内が十分

に出来ていませんでした。

今後、進学先が多様化する中、こういったケースも出てくると思います

ので、これからは小学校卒業時の名簿と照らし合わせて、案内を出したい

と思います。

よろしくお願いします。

(成人式の)動画配信はどうなっていますか。

現在、動画の編集中ですが、近日、公開できろと思います。

他ございませんか。

【委員の発言なし】

後程、気づきの点がありましたらお知らせください。

それでは、その他に移ります。事務局お願いします。
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福田次長

森田教育長

小柳委員

森田教育長

井関所長

それでは、その他についてご説明します。

まず、新型コロナウィルス対策についてですが、昨日、長崎県の感染ス

テージが「5」に上がりました。

また、県独自の緊急事態宣言が発令されたところです。

このため、夏季休業中の対応と新学期に入ってからの対応について、県

義務教育課長の通知があっていますので、ご説明します。

①部活動の中止、他校との交流停止(9/6まで)

②教職員の出勤削滅(夏季休業中)

・別添資料に基づき説明

なお、新学期については、それぞれの地域の実情に応じて、これまでの

感染対策をしっかり行っていくことになります。

教育長から補足をお願いします。

夏季休業は残り10日程ですが、本町は、元々8月9日だけが登校日で

したので、児童生徒が残りの夏季休業中に登校することはありません。

一方で中学校は、部活動と9月末の体育大会の応援やパネル作成がある

のですが、これも明日から中止としています。

し力、し、中学校野球部は来週全国大会出場がありますので、特例で練習

を認めています。

神奈川県から長崎県、佐賀県に会場が変更になって開催できると喜んで

いましたが、長崎県の感染ステージが最大になって、感染対策等心配して

いますが大会自体は行われるものと聞いています。

先生方については、在宅勤務を奨励していますが、やむを得ず出勤する

際には密にならないよう確認しているところです。

しかし二学期に向けての職員会議やI CT研修などは、行う必要があ

りますので、感染対策を講じ時間制限で行うことで許可しているところで

す。

その他、二学期の行事として宿泊体験などがありますが、直前の状況を

見て判断したいと考えています。

なお、課早市で学校タラスターが発生したところです。

以前は家庭感染が主流でしたが、デルタ株は学校現場での広がりも確認

されていますので、基本的な感染対策を撒底したいと思います。

この新型コロナ対応でご質問はございませんか。

中学校野球部の試合はいつになったのですか。

来週の2 3日となっています。

神奈川で大会が中止になり、長崎県・佐賀県に会場を変更しての開催に

なったのですが、決定後、長崎県でも感染が再拡大していることから、関

係者のみの開催になる力、、保護者が観戦することができるかなど、不明な

ところがあります。

私は保護者ですが、基本的には無観客での開催で選手1人につき保護者

2名までは応援はできると聞いています。
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小柳委員

井関所長

馬場委員

井関所長

森田教育長

(中体連の)九州大会は辞退されて、この全国大会も中止となると両方

とも参加できなくなると心配していましたので、何とか出来て良かったと

思います。

中止となった神奈川県の関係者の方が全国の関係者に開催できないか

打診を行い、佐賀県と長崎県が会場を確保できると返答して開催できるこ

とになりましたので感謝しているところです。

感染拡大が心配ですが、開海自体が危ぶまれていましたので三年生の保

護者は感謝しています。

出場が決まっている学校はほとんどが参加されるのですか。

棄権などは聞いていません。

チーム内に感染者が出れば分かりませんが、その都度対応されるものと

思います。

他ございませんか。

【委員の発言なし】

それでは、資料を配付しますが、前回の定例会でお話しました児童の校

区外の活動について、資料のとおり町内校長会に諮りたいと思いますので

お知らせします。

・別添資料に基づき説明

【内容】

①許可されるイベント

.教育的意義が高い文化的イベントやスポーツイベント

②許可条件・約束

・保護者の許可、了解を得ておく

・ 2人以上

.4年生以上は自転車利用可とする(原則歩道を利用する)

.イベント等以外の場所(お店や友達の家)には立ち寄らない

中央小学校区でイベントが集中する中、東小学校、南小学校の児童が校

区外に移動できないのは可哀そうですので、一定の条件を付けて中学生並

みの移動ができるようにしたいと思います。

次に二枚目ですが、災害時の対応について、学校側と情報共有を図りた

く文書を作ったところです。

あくまでも案ですので、町内校長会で諮り決定したいと思いますが、ご

意見を聞かせていただければ助かります。

・別添資料に基づき説明

【内容案】

①学校管理下にない場所.時間帯でレベル3以上の災害警報が発令

・臨時休業
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小柳委員

福田次長

小柳委員

福田次長

̶�発令後、暫くは同等、またはより悪化する状況が予想される場合

・自宅待機(登校できる場合は、目安となる時刻軸を周知すろ)

̶�発令後、改善・回復が予想される場合

②学校管理下にいる時でレベル3以上の災害警報が発令

・登校時

̶現在地から近い自宅に引き返すか、学校にそのまま登校する。

・授業中(活動中)、いずれの場合も緊急安心メールで保護者に周知する。

̶集団下校：暴風の程度により、教職員引率により行う

̶保護者引き渡し：道路等の状況、保護者等の送迎の安全が確保される

場合に行う。

̶学校待機：集団下校や保護者引き渡しが困難とされる場合に行う。

なお、ご説明した中で学校待機の項目を入れさせていただきました。

保護者とすれぱ一刻でも早く自分の子どもを引き取りたいとの気持ち

がありますが、警報が出て保護者自身も危険にさらさせる中、学校に引き

取りに来させて良いのかとの意見もあります。

ご存知のとおり学校施設は避難場所として安全な場所ですので、一番危

険な時はしっかり学校で児童生徒を守る、学校待機という選択肢が基本で

はないかと考え追加したところです。

また、保護者、教師の意識や備蓄の課題もありますが、学校が責任をも

って児童生徒を預かることも考えていきたいと思います。

加えて、自分の命は自分で守るとの意識付けも行っていきたいと思いま

す。

そういった事も踏まえて町内校長会で確認し方向性が決まれば保護者

にも周知したいと考えていますが、ご意見がございましたらお願いしま

す。

ハザードマップでは、学校の標高は大丈夫ですか。

ハザードマップの浸水想定では、中央小学校の一部が百年の一度の大雨

で浸水すると想定されています。

このため、今回のような大雨であれば避難所として全ては使用できない

と聞いていますが、授業中は2階に避難すれぱ大丈夫との認識です。

また、南小学校ですがプール側の山斜面が崩落する危険性があろとのこ

とで校舎の一部が土砂災害警戒区域に入っています。

このため、避難を待機する場合は体育館を指定しています。

この前の大雨では、私の自宅近くの陣川橋を超えるまで、あとImまで

水位が上がりましたので大変心配したところです。

一方で河ゾI Iが増水したため、接続する用水路が内水面氾濫というのでし

ようか逆流して水田に流れ込んでいました。

こういった事もありましたので河川に隣接する学校もあるので心配し

たところです。

災害が大雨なのか風雨なのかで対応も異なってきますので、その状況に

応じて学校の対応も変わってくろと考えています。
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森田教育長

馬場委員

小柿委員

森田教育長

災害警報で安全な場所に避難するように指示が出ますので、そういった

観点を踏まえると学校待機も検討すべきと考えます。

自宅が危険な所もあるでしようし、その途中の道も危険かもしれません

ので、危険な時は、安全が確保できるまで学校で児童生徒を守り、保護者

の危険回避も行うことも考えていきたいと思います。

また、通学路にも言えることですが、通学路は生活道路でもありますの

で、町全体での取り組みが必要です。

このため、児童生徒の安全確保においても、町全体の課題として考える

必要があると思います。

私も自治会(長)をやっていて今までの発想では対応が難しいと感じて

います。

以前は台風を心配していましたが、最近は大雨が多くなっています。

テレビで報道されていましたが、避難される際に被害に遭われる方が多

いそうです。

そういった事を踏まえると学校待機が安全だと思います。

また、意識を変えることも必要だと思います。

これだけ大雨が降って今まで想定していなかった所で土砂崩れが発生

するようになっていますので、災害に対する意識を変える必要があると思

います。

このため、無理に引き渡す必要もないと思いますので同感です。

同じような考えで地震の対応では、東京の三越(百貨店)さんは建物が

文化財であるので免震ェ事を行っており、地震の際には安全な所にお客さ

んを誘導するようになっているそうです。

学校は耐震ェ事も行っていますので、そういった面からも安全です。

また、大人である先生方がいらっしやいますので、その点からも安全だ

と思います。

本日いただいた意見を元に、今後内容を詰めたいと思いますので、あり

がとうございました。

また、校区外の活動についても、校区内に異動を制限することが、子ど

も達にとって不利益な面があります。

例えぱ、生涯学習の意見発表ですが、総合文化会館がある中央小学校は

応援団として子ども達が出席しますが、他の学校は保護者しか来られない

という実態もあります。

また、こども県展等があっても保護者同伴でしか来られないことになり

ますので、可哀そうだと感じています。

このため、他校区であっている有意義な教育活動について、保護者が認

めれぱ出向いて体験させること力s、子ども達の成長にもつながりますので

認める方向で検討したいと思います。

他にございませんか。

【委員の発言なし】

9月定例会の日程調整
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森田教育長

小柳委員

福田次長

馬場委員

福田次長

馬場委員

福田次長

馬場委員

森田教育長

その他ございませんか。

1 2歳から15歳までの新型コロナのワタチン接種の動きはどうなっ

ていますか。

役場の担当課では、来月上旬に希望調査を行うことで準備をしていま

す。

一方で16歳以上の接種は10月4日までに終了するとのことですの

で、それ以降の接種になるものと思われます。

また、集団接種になるか個別接種になるかは、希望調査の結果次第と聞

いています。

デルタ株に置き換わって、子ども達の感染が散見されるようになってレ、

ます。

保護者もワタチン接種が終わりますので、副反応に対する意識も変わっ

てくるかもしれないということで10月の接種が計画されているところ

です。以上です。

希望者だけですか。

希望する方だけの接種になります。

波佐見町でも10歳未満が感染したと聞いたので心配ですね。

佐世保市では感染拡大が続いており、働きに行かれている方も多いので

心配しています。

今は夏休みですが、二学期からどうなるか心配ですね。

1 2歳からですので、6年生で接種すろ児童としない児童に分かれま

す。

希望接種ですので、中学校1年生からとすると接種機会を制限すること

になりますので、国の指針どおりとなったところです。

他にございませんか。

【委員の発言なし】

では、以上で8月定例会を終わります。

ありがとうございました。

【その他委員の発言なし】

※次回定例会予定 令和3年9月2 4日

総合文化会館にて

(金)10:0 0から

令和3年8月20日教育委員会定例会会議録署名

爲 つき つ

い
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